
に
関
す
る
条
例

〃

〃

議

会

四
八

佐
賀
県
議
会
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
支
給
条

例
及
び
佐
賀
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

号

外

二

号

規

則

医

務

七
四

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

七

号

外

三

号

税

務

七
五

佐
賀
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

〃

〃

障

害

福

祉

七
六

佐
賀
県
精
神
障
害
者
及
び
麻
薬
中
毒
者
措
置
入

院
費
徴
収
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
七

一
三
〇
九
四

告

示

危
機
管
理
・
公
報

三
六
三

佐
賀
県
有
償
頒
布
行
政
資
料
の
売
払
代
金
に
係

る
徴
収
事
務
の
委
託

一

号

外

流

通

三
六
四

佐
賀
県
卸
売
市
場
条
例
に
基
づ
く
卸
売
市
場
の

卸
売
業
者
の
廃
止

三

一
三
〇
九
〇

〃

三
六
五

地
方
卸
売
市
場
の
廃
止

〃

〃

土

地

対

策

三
六
六

土
地
収
用
法
に
基
づ
く
事
業
認
定

〃

〃

地

域

福

祉

三
六
七

生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定

七

一
三
〇
九
一

〃

三
六
八

生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

第
一
三
〇
九
〇
号
か
ら

第
一
三
〇
九
八
号
ま
で

主

務

課

名

番
号

件

名

発
行
日

発
行
番
号

条

例

総

務

法

制

三
六

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る

法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関

す
る
条
例

七

号

外

職

員

三
七

佐
賀
県
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

〃

〃

〃

三
八

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃

〃

三
九

佐
賀
県
職
員
の
自
己
啓
発
等
休
業
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃

財

務

四
〇

佐
賀
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃

税

務

四
一

佐
賀
県
核
燃
料
税
条
例

〃

〃

〃

四
二

佐
賀
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃

〃

四
三

中
心
市
街
地
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃

〃

四
四

佐
賀
県
企
業
立
地
の
促
進
に
関
す
る
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

〃

〃

県

民

協

働

四
五

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

〃

〃

健
康
福
祉
本
部

四
六

佐
賀
県
社
会
福
祉
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
条
例

〃

〃

商

工

四
七

佐
賀
県
商
工
共
済
問
題
に
係
る
給
付
金
の
支
給

1 佐 賀 県 公 報付 録
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河

川

砂

防

三
七
五

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
土
砂

災
害
警
戒
区
域
の
指
定

一
〇

一
三
〇
九
二

道

路

三
七
六

道
路
の
区
域
の
変
更

〃

〃

こ

ど

も

三
七
七

青
少
年
に
有
害
な
図
書
等
の
指
定

一
四

一
三
〇
九
三

畜

産

三
七
八

家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
基
づ
く
報
告
の
徴
求
の

一
部
改
正

〃

〃

道

路

三
七
九

道
路
の
区
域
の
変
更

〃

〃

〃

三
八
〇

〃

〃

〃

〃

三
八
一

道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

〃

三
八
二

道
路
の
区
域
の
変
更

〃

〃

地

域

福

祉

三
八
三

生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
廃

止

一
七

一
三
〇
九
四

〃

三
八
四

生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定

〃

〃

〃

三
八
五

生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
居
宅
介
護
を
担
当
さ

せ
る
機
関
の
指
定

〃

〃

〃

三
八
六

生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
介
護
予
防
を
担
当
さ

せ
る
機
関
の
指
定

〃

〃

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
居
宅
介
護
を
担
当
さ

せ
る
機
関
の
指
定

〃

〃

〃

三
六
九

生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
介
護
予
防
を
担
当
さ

せ
る
機
関
の
指
定

〃

〃

〃

三
七
〇

生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
居
宅
介
護
支
援
計
画

の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
の
指
定

〃

〃

〃

三
七
一

生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
介
護
療
養
型
医
療
施

設
の
指
定

〃

〃

〃

三
七
二

生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
廃

止

〃

〃

〃

三
七
三

生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
事

業
所
の
所
在
地
の
変
更

〃

〃

〃

三
七
四

生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
施
術
機
関
の
指
定

〃

〃
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公

告

雇

用

労

働

平
成
二
十
年
度
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
合
格
者

一

号

外

農

地

整

備

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
認
可

三

一
三
〇
九
〇

〃

土
井
外
坂
口
土
地
改
良
区
営
土
地
改
良
事
業
計

画
変
更
決
定

一
〇

一
三
〇
九
二

土

地

対

策

公
共
測
量
の
実
施

一
四

一
三
〇
九
三

建
設
・
技
術

建
設
業
の
許
可
の
取
消
処
分

二
一

一
三
〇
九
五

環
境
セ
ン
タ
ー

随
意
契
約
の
相
手
方
等
の
公
示

二
八

一
三
〇
九
七

土

地

対

策

公
共
測
量
の
実
施

〃

〃

〃

〃

〃

〃

農

地

整

備

県
営
高
舟
地
区
土
地
改
良
事
業
計
画
決
定

三
一

一
三
〇
九
八

教
育
委
員
会
事
項

公

告

電
子
計
算
組
織
の
購
入
に
係
る
一
般
競
争
入
札

二
〇

号

外

選
挙
管
理
委
員
会
事
項

告

示

三
八

地
方
自
治
法
に
基
づ
く
選
挙
権
を
有
す
る
者
の

総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
同
法
及
び
地
方
教

育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
く
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
四
十
万
を

超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四

十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
並
び
に
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
県

議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
権
を
有

す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

三

一
三
〇
九
〇

〃

三
八
七

生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
居
宅
介
護
支
援
計
画

の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
の
指
定

〃

〃

〃

三
八
八

生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
介
護
機
関
の
廃

止

〃

〃

ま
ち
づ
く
り
推
進

三
八
九

都
市
計
画
事
業
の
認
可

〃

〃

市

町

村

三
九
〇

字
の
区
域
の
変
更

〃

〃

こ

ど

も

三
九
一

青
少
年
に
有
害
な
図
書
等
の
指
定

二
一

一
三
〇
九
五

道

路

三
九
二

道
路
の
区
域
の
変
更

〃

〃

〃

三
九
三

〃

〃

〃

〃

三
九
四

道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

地

域

福

祉

三
九
五

生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
介
護
予
防
を
担
当
さ

せ
る
機
関
の
指
定

二
六

一
三
〇
九
六

林

業

三
九
六

平
成
二
十
年
度
木
材
業
者
及
び
製
材
業
者
の
登

録

〃

〃

生
産
者
支
援

三
九
七

漁
船
損
害
等
補
償
法
に
基
づ
く
普
通
損
害
保
険

の
付
保
義
務
発
生

二
八

一
三
〇
九
七

道

路

三
九
八

道
路
の
区
域
の
変
更

〃

〃

〃

三
九
九

〃

〃

〃

〃

四
〇
〇

道
路
の
供
用
開
始

〃

〃
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正

誤

人
事
委
員
会

平
成
十
九
年
十
月
三
十
一
日
付
け
佐
賀
県
公
報

号
外
中
訂
正

二
一

一
三
〇
九
五

告

示

三
八

選
挙
管
理
委
員
会
の
招
集

七

一
三
〇
九
一

公

告

政
治
団
体
の
平
成
十
八
年
分
の
収
支
に
関
す
る

報
告
書
の
要
旨
の
訂
正

一
〇

一
三
〇
九
二

告

示

三
九

選
挙
運
動
及
び
政
治
活
動
取
扱
規
程
の
一
部
改

正

一
七

一
三
〇
九
四

人
事
委
員
会
事
項

公

告

平
成
二
十
年
度
身
体
障
害
者
を
対
象
と
す
る
佐

賀
県
職
員
採
用
選
考
の
実
施

三

一
三
〇
九
〇

規

則

一
九

公
庫
の
予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
に
伴
う
佐
賀
県
人
事
委
員
会
規
則
の
整
理

に
関
す
る
規
則

三
一

一
三
〇
九
八

公
安
委
員
会
事
項

公

告

落
札
者
等
の
公
示

三

一
三
〇
九
〇

〃

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
の
実
施

一
七

一
三
〇
九
四

議

会

事

項

規

則

一

佐
賀
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

七

号

外

四

号

東
部
工
業
用
水
道
事
項

規

程

三

佐
賀
県
東
部
工
業
用
水
道
財
務
規
程
の
一
部
改

正

三
一

一
三
〇
九
八

購

読

料

一
か
年
三
一
、二
〇
〇
円
（
送
料
共
）

申

込

先

佐
賀
県
経
営
支
援
本
部
総
務
法
制
課

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日
印
刷
及
び
発
行

発

行

者

佐
賀
県
知
事

古

川

康

発

行

定

日

毎

週

火

金

曜

日

印

刷

所

㈱

佐

賀

印

刷

社


